
 

仕 様 書  

 
１ 委託業務名 

  令和８年度リチウム蓄電池等処理困難物適正処理啓発業務 
 
２ 業務の目的 

収集・運搬時や処分時に衝撃が加わり発火することにより火災事故が発生して

いるリチウム蓄電池等について、市町村等のごみ処理施設で発生している発火事

故の実情及び環境省からのリチウム蓄電池等適正処理に係る方針と対策を踏ま

え、適正なごみの分別を通じて事故防止につながるように県民への啓発を行う。 

 
３ 履行期間 

  契約締結日から令和９年３月 15 日（月）まで 

 

４ 業務の概要 

（１）啓発資材のデザイン作成 

・チラシ（A4 縦（4/4C））、ポスター（B1 縦、B3 横）及び配布用資材（ティッ

シュ等）について、リチウム蓄電池等の適切な処分方法の啓発を目指したデ

ザインを作成する。 

（２）広告・資材配布に係る各種手配 

・ポスターを県内の複数の駅（名古屋市営地下鉄１駅、JR 東海７駅以上、名古

屋鉄道７駅以上）と名鉄電車内（特急車両一般車４両２編成、中吊り・ドア

横、14 日間）に掲示する。 

＜想定される掲示駅・掲示期間＞ 

名古屋市営地下鉄：金山駅・14 日間 

JR 東海：名古屋駅、豊橋駅等・７日間 
名古屋鉄道：名鉄名古屋駅、名鉄一宮駅、名鉄太田川駅等・７日間 

・県職員、市町村職員等が、複数の駅（３駅以上）で資材（ティッシュ等）を

配布するために必要な手続き（道路使用許可申請等）を実施する。 
・環境省が公表している利用可能なポスターデザインを基調としてデザインを

作成する。なお、環境省のリチウムイオン電池火災防止啓発キャラクターを

デザインに利用する場合は、環境省の利用規約に基づき適切に手続きを行う。 
 

（３）啓発資材の印刷等 

・チラシは、市町村への配布用を含め、8,000 枚以上を印刷し用意する。 

・ポスターは、（２）の県内の複数の駅と名鉄電車内での掲示に必要な部数を含

め、400 枚以上を印刷し用意する。 

・配布用資材については、18,000 個以上を用意する。 

 



 

・（１）で作成したチラシ等のデータについては、県民や市町村等への提供を想

定し、提供用データも作成する。 

 
５ 委託業務の内容 

（１）計画の作成 

事業活動に係る業務実施計画の作成を計画すること。 
（２）計画の実行 

（３）報告書の作成 

（４）業務データの作成 

報告書、チラシ、ポスター、記録写真など、本業務に係る全てのデータを格

納した CD-R 等を作成すること。 

データは、Microsoft Word 又は Excel、Windows 版 Adobe Illustrator 等の

加工可能な形式と、それを PDF 形式に変換した電子データで作成すること。 
 
６ 成果物の納品 

報告書２部、電子媒体１部（CD-R 等）及び啓発資材１式を、愛知県環境局資源

循環推進課へ納品すること。 

 
７ 注意事項 

（１）受託者は、本業務の開始から終了までの間、本業務を総括する責任者を１名

選任し、業務実施方法や進捗状況の確認等、業務の円滑な実施のために、本県

と定期的な連絡調整や打合せを行うなど、十分な協議を行いながら進めること。 
（２）本業務を行うにあたり必要な資材は、本県が貸与するものを除き、原則とし

て受託者が準備すること。 
（３）本業務の遂行に際して必要な手続（警察署、道路管理者への道路使用許可申

請、施設管理者への必要な許可、撮影許可等）については、受注者が適切に実

施すること。 
（４）受託者は、成果物の著作権（著作権法第 21 条から第 28 条に規定する権利を

いう。以下同じ。）を本県に無償で譲渡するものとし、著作者人格権を行使しな

いものとすること。また、著作権関係の紛争が生じた場合、一切受託者の責任

において処理すること。なお、事業内容（ポスター等の掲出状況等が分かるも

の）の写真を県 Web ページに掲載する可能性があり、県はそれらの写真を使用

し、公開できるものとする。 
（５）納入される成果物について、第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作

物等」）が含まれる場合には、受託者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用

の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行うこと。 
（６）本仕様書に定めのない事項については、その都度本県の指示を受けて処理す

ること。 

（７）受託者は、本県から業務の進捗状況を把握するために資料等を要求された場



 

合には、速やかに提出すること。 

（８）本仕様書の内容に変更が必要となった場合については、その都度県の指示を

受けて処理すること。 

（９）本業務の実施に当たり、疑義が生じた場合は、本県、受託者協議の上、定め

ること。特に、活動時における天候が台風、大雨等によりふさわしくないと判

断される場合には、発注者と協議の上、安全面から別の日に延期をすること。 


